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             大阪府立三島高等学校後援会  



令和6年度 三島高等学校後援会 活動報告 

  

令和6年        5月20日　 ​ 総会（書面総会） 

5月20日　 ​PTA,教員、後援会　親睦会 

7月24日　 ​社会見学お知らせ作成 

9月4日　   ​お知らせ発送 

9月25日　 ​決定の発送 

10月11日　会計監査 

10月30日　社会見学　繁盛亭、HOTEL CABIN　SAKURA 

令和７年       1月22日　 ​ 新入生案内、卒業生更新依頼、作成 

2月5日　   ​発送作業 

2月28日　 ​卒業式　会長来賓出席 

3月5日　   ​役員会 

4月18日　 ​会計監査 

4月23日　 ​役員会 

5月14日　 ​総会資料発送作業 

5月20日　 ​総会 

  

◎令和7年度　役員候補者 

会　　長　　山本　富美恵 

副 会 長　　須﨑　隆一 

書　　記　　髙谷　眞里 

会　　計　　村木　美智子 

会計監査　　栗崎　啓子      清水　美和　　　　 

　　　　　　　　　　　 



 



 



  



 

令和7年５月14日 

  

三島高校後援会会員の皆様 

三島高校後援会役員 

  

後援会会則の変更について 

  

拝啓　新緑の候、皆様におかれましては益々のご健勝のこととお慶び申し上げます。 

　日頃より三島高校後援会の活動に対しまして、温かいご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げ

ます。 

　さて、このたび三島高校後援会では、本年度より会則の一部を変更させていただくことになりまし

た。この変更に至った背景には、近年、役員の担い手の減少や役員会の運営負担の増加といった

課題がありました。現行の体制を維持することが難しくなってきている一方で、三島高校の生徒たち

への支援活動は今後も変わらず続けていきたいという強い思いがございます。 

　そのため、後援会としての活動の質を保ちつつ、無理のない形で継続していくために、活動規模の

一部縮小を前提とした会則の見直しを行いました。具体的な変更点につきましては、会則を添付し

ておりますので、そちらをご参照いただけますと幸いです。 

5月20日（火）開催予定の三島総会にて改正案を提案し、承認可否を問います。会則第５条記載
の通り、総会を欠席される場合、御異議等ございましたら、総会前日までに三島高校宛てにご連絡く

ださい。尚、御異議が過半数を超えない際、同意を得たものとさせていただきます。 

　これからも、三島高校の生徒たちの成長を温かく見守り、応援していけるよう、皆様と力を合わせ

てまいりたいと存じます。今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し

上げます。 

  

  

敬具 

 

 

 

 



 

大阪府立三島高等学校後援会会則 

第１章　　総　則 

第１条　この会は大阪府立三島高等学校後援会と称し、事務局を大阪府立三島高等学校内に置く。 

(以下「本会」と呼ぶ。) 

第２条　本会は本校の後援を目的とし、本校の発展に寄与するために適宜必要な後援を行う。 

  

第２章　　会　員 

第３条　本会の会員は次の通りとする。 

　　　　１．本校生の保護者有志、卒業生の保護者有志及び卒業生有志とする。 

　　　　２．本校職員及び旧職員有志とする。 

  

第３章　　機　関 

第４条　本会には次の役員等を置く。 

               １． 会長１名、副会長１名、書記１名、会計２名（事務長を含む）、会計監査１名と   

                     する。 

但し、会長以外については複数名可とする。 

  ２．会長、副会長、書記、会計、会計監査は役員会において会員中より推薦し、総会 

        により決定する。 

　　　    　３．顧問として、校長、教頭、事務長及び現職員中より、会長が委嘱する。 

　　  　  　４．役員会は、会長、副会長、書記、会計をもって構成する。 

　　　  　  ５．役員会は、必要に応じて会長が召集し、開催する。 

              ６．役員の任期は１年とする。但し、最長３年とする。 

 

 



第４章　　総　会 

第５条   １．総会は必要に応じて、適時に開く。 

             ２． 総会は役員の改選、予算、決算及びその他の議案をＨＰに公開することでこれに 

                     代えることができる。 

             ３． 前項の場合において、設定の期日までに会員の過半数の反対がなければ当該議案 

                     は承認されたものとする。 

                                  第５章　　会　費 

第６条　１．本会の年会費は、１０００円とする。但し、３年分(３０００円)を前納とする。 

　　　 　２．本会の運営は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。 

　　　 　３．本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

                                  第６章　　附　則 

１．会則の改定は総会の承認による。 

２．この会則は、平成１１年６月１９日より施行する。 

３．この会則は、平成１３年６月１６日より施行する。 

　　　      ４．この会則は、平成１４年６月１７日より施行する。 

５．この会則は、平成２５年６月７日より施行する。 

６．この会則は、令和７年５月２０日より施行する。 

 

  

  

 


